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①　資格審査の申請依頼，該当教員の ⑦　資格審査

　　教育研究業績書及び個人調書の提出 ⑧　資格審査の結果報告

②　講座代表者会議を開催し，審議する。 ⑨　⑧の報告を受け，候補者について運営委員会

③　資格審査の発議要請 　　において審査する。

④　発議の要請を受け，選考委員会の開設を ⑩　選考結果を研究科長に報告し，候補者を推薦する。

　　運営委員会で審議する。 ⑪　運営委員会より推薦された候補者について

⑤　選考委員会を設置し，資格審査を付託する。 　　審査し，判定する。

⑥　研究科長に開設報告をする。 ⑫　資格審査結果の通知

⑬　当該教員への通知及び講義の概要の提出依頼
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連合講座代表者会議

研究科長 当該教員(承認された者）

当該構成大学の連合講座部会代表者

連合学校教育学研究科所属教員資格審査手順
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